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 教育長 加 藤 正 彦  

瀬戸市教育委員会規則第１号 

瀬戸市立学校管理規則の一部を改正する規則 

瀬戸市立学校管理規則（昭和３４年瀬戸市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第１７条の１５関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 

＜省略＞ 

光陵中・にじの

丘中グループ 

 

光陵中学校 みつば小学校 

にじの丘中学校 にじの丘小

学校 

＜省略＞ 
 

別表第１（第１７条の１５関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 

＜省略＞ 

光陵中・にじの

丘中グループ 

 

光陵中学校 原山小学校 萩

山小学校 八幡小学校 にじ

の丘中学校 にじの丘小学校 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


